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防
火
と
救
急

夏
の
レ
ジ
ャ
ー
は
火
に
ご
用
心
！

益
城
西
原
消
防
署　
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花
火
や
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
は
夏
の
楽
し

い
レ
ジ
ャ
ー
の
一
つ
で
す
が
、
ち
ょ
っ

と
し
た
不
注
意
が
事
故
に
つ
な
が
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
次
の
こ
と
な
ど
に
気

を
付
け
て
安
全
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

■
火
を
使
う
レ
ジ
ャ
ー
の
注
意
点

・
火
の
粉
が
飛
ん
で
周
囲
の
物
に
引
火

す
る
危
険
が
あ
る
の
で
、
風
の
強
さ
、

向
き
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

・
綿
や
レ
ー
ヨ
ン
な
ど
の
素
材
の
服
は

火
が
燃
え
移
り
や
す
い
た
め
、
火
を

使
う
レ
ジ
ャ
ー
に
不
向
き
で
す
。　

・
花
火
を
す
る
際
な
ど
は
大
人
が
付
き

添
い
、
説
明
書
の
警
告
・
注
意
点
を

よ
く
読
ん
で
遊
び
ま
し
ょ
う
。

・
消
火
用
の
水
な
ど
消
火
用
具
を
必
ず

用
意
し
ま
し
ょ
う
。

発生区分 6 月中 累計

火災

建物 0 1

車両 0 1

林野 0 0

その他 0 2

警戒出動 1 6

救急出動 134 846

救助出動 0 7
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6
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町
内
・
御
船
署
管
内

事
故
・
事
件
の
発
生
状
況

令
和
6
年

町
内
の
火
災
等
発
生
状
況
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事故・犯罪
区分

町　内 御船署管内

6 月中 累計 6 月中 累計

人身事故 5 20 9 43

物損事故 72 389 190 1,054

空  き  巣 0 1 0 1

自販機狙い 0 0 0 0

万  引  き 0 1 7 21

オートバイ盗 0 2 0 3

自転車盗 4 9 5 19

車上狙い 0 2 0 2

　
地
域
安
全
ニ
ュ
ー
ス

詐
欺
被
害
を
防
げ
！「
で
ん
で
ん
む
し
隊
」

　
交
通
安
全
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト

正
し
く
使
お
う
、
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド

危
機
管
理
課 

危
機
管
理
係　
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御
船
警
察
署
・
御
船
地
区
防
犯
協
会
連
合
会　
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「
で
ん
で
ん
む
し
隊
」と
は
、「
電
話

で『
お
金
』詐
欺
」の
被
害
を
防
ぐ
た
め

に
活
動
す
る
、
県
警
察
か
ら
業
務
委
託

を
受
け
た
支
援
員
の
こ
と
で
す
。

　
防
犯
機
能
が
付
い
た
電
話
機
の
説
明

や
、設
置
の
た
め
の
支
援
な
ど
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　
詐
欺
の
電（
で
ん
）話
に

　
出
な
い（
で
ん
）

　
無
視（
む
し
）す
る

　
対（
た
い
）策

■
防
犯
機
能
付
き
電
話
機
と
は

　
「
迷
惑
電
話
防
止
の
た
め
録
音
し
ま

す
」な
ど
の
警
告
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
流
し
、

会
話
を
自
動
録
音
す
る
防
犯
機
能
が
備

わ
っ
た
電
話
機
で
す
。

　
県
警
察
は
、
固
定
電
話
に
防
犯
機
能

を
追
加
す
る
機
器
の
購
入
支
援（
最
大

５
０
０
０
円
補
助
）を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
で
ん
で
ん
む
し
隊
】

　
平
日　
午
前
9
時
～
午
後
4
時
30
分
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７
月
１
日
、
電
動
キ
ッ
ク
ボ
ー
ド
に

関
す
る
法
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
正
し
い
知
識
を
身
に
付
け
、
安
全
に

使
用
し
ま
し
ょ
う
。

■「
特
殊
小
型
原
動
機
付
自
転
車
」と
は

　
一
定
の
基
準
を
満
た
す
電
動
キ
ッ
ク

ボ
ー
ド
を「
特
殊
小
型
原
動
機
付
自
転

車
」と
呼
び
、
16
歳
以
上
で
あ
れ
ば
運

転
免
許
が
な
く
て
も
運
転
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

基
準
を
満
た
し
た
製
品
に
は
、「
性

能
等
確
認
済
シ
ー
ル
」や「
型
式
認
定
番

号
標
」が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
必
ず

こ
れ
ら
の
シ
ー
ル
が
付
い
た
製
品
を
購

入
し
ま
し
ょ
う
。

■
主
な
交
通
ル
ー
ル

・
車
道
通
行
が
原
則
。
歩
道
上
で
は
歩

行
者
優
先
を
守
る
。

・
信
号
機
や
道
路
標
識
に
従
い
、
交
差

点
で
は
２
段
階
右
折
を
行
う
。

・
二
人
乗
り
、
飲
酒
運
転
は
厳
禁
。
運

転
中
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
操

作
も
禁
止（
罰
則
あ
り
）。　

・
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用（
努
力
義
務
）。
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